
38 

２．方向２：訪れる人々に満喫してもらう観光行動の場をつくる 

（施策１）稚内地域の観光中核施設を整備する 

①「最北の自然と歴史歩み館（仮称）」の整備 

稚内の観光・地域総合情報提供の場として、北防波堤ドーム付近に「最北の 

自然と歴史歩み館（仮称）」を整備する。 

この「最北の自然と歴史歩み館（仮称）」には、稚内観光に関する情報や生活 

文化、樺太（サハリン）との交易の歴史を含めた稚内の歴史等の情報が集約さ 

れる。 

1)「最北の自然と歴史歩み館（仮称）の機能 

「最北の自然と歴史歩み館（仮称）」が持つべき主な機能と内容は以下のとお 

りである。 

・稚内および周辺の自然と開拓の歴史を紹介する総合博物館的機能 

稚内観光の基本である最北の自然と開拓の歴史を単なる表面的な観光情報と 

してだけ提供するのではなく、学術的な価値や深遠な意味を紹介する博物館的 

な視点を考慮した情報提供を行う。例えば、大沼のコハクチョウの渡りの意味 

や、観光餌付けとその見直しの内容、あるいは抜海港のゴマフアザラシを単な 

るかわいいペットの延長としてではなく、生態系と地域産業との関連する課題 

なども客観的に紹介することは、より深い知識を提供するものとして歓迎され 

るものと期待される。 

自然を象徴する「木」をベースとした展示、案内板イメージ 

・稚内地域の全域の地理的情報および移動に関する情報 

稚内は一つの観光地としてはあまりに広大であり、観光ポイントが互いに距 

離をおいて散在している。訪れる人々にとってそれらのポイントの存在をここ 

で知ることができるだけでなく、各ポイントへどのようにたどっていけばよい 

のかを具体的に理解できるような地理空間的な情報を提供する。
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・リアルタイムな観光行動支援情報 

天候や道路状況、日の入り日の出など、観客が稚内 

において移動や観光行動を行う際に必要となる変動す 

る行動支援情報を提供する。 

リアルタイムな情報 

・自然ガイド、フットパス、トレッキング、雪上探索など観光活動案内 

観光客がどのポイントで何が楽しめるのか、そしてそれに参加するにはどう 

すればよいのかの具体的な情報を提供する。参加の予約が必要なものは、その 

場で予約を可能とする。 

・イベントなど観光客が参加できる催し物などの案内 

訪れた観光客が実際に参加できる当日や翌日のイベントはもちろん、次年度 

などのイベントも案内する。将来のイベント紹介は、継続的にイベントを開催 

して観光客の受入れを常時行っている姿を示すとともに、観光客による口コミ 

による宣伝効果および観光客本人がリピータとして訪れようという動機づけの 

ひとつにする。 

・多目的セミナー室 
20～30 人程度が収容できる小会議室的な多目的セミナー室を設ける。そこで 

は、観光マイスターや観光ガイドによる稚内の自然や開拓の歴史ついての紹介 

を行ったり、稚内ならではのクラフト作成教室、料理教室を開催して、観光客 

に屋外だけでなく室内でも知的な体験をしてもらう場とする。 

・観光案内所機能 

説明員が常駐し、上記すべての機能に関する対面での説明と、宿泊施設の紹 

介などのいわゆる一般的な観光案内所の機能を持つ。 また、 相談内容は記録し、 

どのような情報を観光客が求めているのかを把握するデータ収集とする。観光 

情報は発信するだけでなく、絶えずデータ収集も行い発信内容へ反映させると 

同時に、日常的なマーケティング活動の一環として機能させる。 

・物販機能
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稚内を訪れた記念となるさまざまな商品を販売する。ただし、他県で大量生 

産され、観光地名だけを入れたような、汎用既製品の観光土産は基本的には置 

かない。稚内に関する書籍、写真集、地元産クラフト品、地場産品、ロシア関 

連製品など、稚内を思わせる稚内の本物を扱う。生鮮水産品は競合する他の事 

業への影響を考慮して扱わない。 

自然を象徴する「木」をベースとした物販機能イメージ 

・ラウンジ機能 

観光客がゆったりくつろいで休憩をとりながら、稚内観光に思いをめぐらす 

場を提供する。喫茶機能も併設するが、喫茶店のようにお茶を注文しなければ 

利用できない施設とはしない。 

・観光 WiFi 
駐車場および館内をサービスエリアとする観光・地域情報公衆無線 LAN（観 

光 WiFi）機能を提供する。観光客は『最北の自然と歴史歩み館（仮称）』で知 

った事に関してさらに、興味を持って稚内に関して検索をしようとしたり、車 

で立ち寄った観光客は、 持参の NetBook PC やゲーム機、 スマートフォン、 WiFi 
携帯などで、欲しい観光情報へ即座にアクセスできるようにする。 

・観光振興センター・オフィス 

観光企画、観光情報提供をつかさどる中心的組織（後述）のオフィスが、こ 

の施設の中に設置される。 

＊この項のイメージ写真は、アメリカ・ヨセミテ国立公園、およびカナダ・アルバータ州 

バッファロージャンプ博物館にて撮影。 

2)稚内観光のイメージに合致した外観デザイン
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「最北の自然と歴史歩み館（仮称）」は地域観光の中核施設であるから、稚内 

観光のイメージを代表する概観イメージをもっていなければならない。その要 

点は以下のようなものである。 

・歴史の重みに耐える概観デザイン 

・最北の地のイメージを壊さない 

・木、石、レンガなどを思わせる外壁材を用いる 

・大人の感覚を基調とする 

したがって、原色の塗装、光沢のある金属やガラス張りの外壁など無機質な 

概観は避けるべきだ。参考例として想定図を上げておく。これは、旧秋田木材 

発電所と声問中学校体育館のイメージをモチーフにしたものである。
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②既存観光施設の更新計画の策定 

稚内市には、稚内市ノシャップ寒流水族 

館（昭和 43 年開館）、青少年科学館（昭和 
49 年開館）、稚内市開基百年記念塔（昭和 
53 年竣工）等の既存施設があるが、いず 

れも施設の老朽化を迎えていることから、 

管理者における施設計画の見直しが必要 

であり、観光の視点との融合が新しいポイ 

ントとなる。 

（施策２）稚内の観光資源を発掘し、見直す 

①自然・景観資源の発掘、見直し 

・自然・景観の発掘、見直し 

稚内の既存の自然、観光ポイントにおける自然景観と看板や建物、音響等と 

の調和性や演出効果等の見直し、改善を図る。 

また、特に観光ポイント周辺の構造物に関しては、自然景観との調和性の維 

持や観光資産的価値の保全が必要であるため、時期を勘案しながら景観条例制 

定の検討を含めた対応を図る。
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一方、稚内市には、旧秋田木材発電所、旧声問中学校体育館などの稚内の歴 

史を物語るような煉瓦造りの構造物が残されており、重要な稚内の歴史的、文 

化的資源であることから、こうした歴史的構造物の保全に努める、 

旧秋田木材発電所 旧幕別送信所 

旧声問中学校体育館 

・自然資源を活用した新エネルギー村の創設 

さらに、稚内の取組みの特徴のひとつとして新エネルギーの導入があげられ 

る。宗谷丘陵に林立する風車は国内最大級のプロジェクトであり、独特の景観 

を呈しているほか、実証試験が行われている太陽光発電設備も国内最大級の規 

模となっている。このほか、雪氷エネルギーの活用、水素エネルギープロジェ 

クトなどが行われている。 こうした取組みは、 地場産業の振興を図るとともに、
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先導的な新エネルギー導入の取組みは、稚内市の地域特性を活かした新たな観 

光資源として期待されることから、「新エネルギー村」の創出に向けた検討を行 

う。

＜太陽光パネルを活かした「新エネルギー村」の創設＞ 

太陽光パネル電力を利用した「融雪システム（冬の排雪融解施設）」 

融解雪の水を利用 →バイオシステム（ホタテウロのバイオ処理電力） 

融解雪の水を利用 →水素エネルギー発電 

それらの電力を併用→雪氷冷熱貯蔵施設の安定利用（夏場も冷蔵可） 

「新エネルギー村」の構成イメージ 

②稚内の歴史・文化等の発掘、見直し 

・生活、文化、歴史の発掘、見直し 

稚内に訪れた観光客により多くの感動を得てもらうためには、自然や景観だ 

けでなく、さらに、稚内の気候風土等を背景とした人々の生活習慣、住宅様式 

「新エネルギー村」 

カドミウム分解施設 

融雪・水素生成施設 

太陽光発電施設 

電力 

雪貯蔵施設 

融雪水 

水素 

電力 

電気分解 

ホタテウロ等 

市内除雪・排雪 

電気分解 

水供給 

カドミウム除去・固形化 肥料化 

燃料電池施設 

雪氷冷熱施設 

夏 季の 電 

力供給 
通年利用 

農業・漁業、食品加工業 

野菜・水産加工品、肉・乳製品等 

暖房・給湯熱供給 

暖房・給湯熱供給 

宗谷支庁管内の水産廃棄物 

電力
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など、同じ北海道でも札幌とは異なる点も多い。また、「九人の乙女」の物語な 

どの時事に基づいた歴史的背景やその他のエピソード、あるいは建物、場所等 

にまつわるエピソードなど、一般に知られていない事柄も多々あるものと考え 

られる。 

こうした生活、文化、歴史を見直すことで、新たな稚内の観光資源の提供を 

図っていく。 

短歌の道 「九人の乙女」の碑 

カネクロサワ伝説 

間宮林蔵像 

・体験観光メニューの洗い出し・整理 

稚内の基幹的産業である農業や漁業を観光客に体験してもらうという、いわ 

ゆる体験型観光の可能性等について地元関連団体、事業者を含めた検討を行う。 

③食の提供 

・稚内・食の委員会の継続的活動の推進 

稚内において「わっかない料理・新メニュー」の開発を進めている「稚内・ 

食の委員会」の継続的活動を推進し、平成 21 年に販売を開始した「稚内ネオす 

り身」の普及や、旬の産物を取り扱った料理の発掘、さらには地元産物の独自 

の食べ方を伝えるなど地域性を重視しながら、本来の稚内の「本物」を食べて 

もらえるように地元飲食店や関係者と連携した「食」への取組が必要である。 

さらに、これからは、稚内の産物を使った地場スイーツ開発へ目を向けること
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も重要である。 

稚内・食の委員会は、官民一体となって取り組んでおり、食の分野だけでな 

く今後の稚内観光の振興を推進していく上で重要な取組みであることを示唆す 

るものである。 

稚内・食の委員会の活動風景 各種「稚内ネオすり身・丼」の例 

・地場産品・土産物の開発、普及 

稚内の食メニューである「たこしゃぶ」、「稚内牛乳」、「宗谷牛」、 「稚内ネオ 

すり身」「おおなご」等の特産物のＰＲを積極的に推進する。また、稚内漁組で 

は「銀杏草」、宗谷漁組は「モズク」を、平成 22 年度から売り込みを開始する 

予定であるなど、新たなブランド特産物の開発・販売に向けた活動もみられて 

きていることから、こうしたブランド化形成に向けた地場産品・土産物の開発・ 

普及を積極的に推進する。 

・ロシア料理の提供 

稚内の歴史、生活文化において樺太との交易は重要な位置を占めている。稚 

内に来た観光客がこうしたロシアとの国境の空気にふれるには、ロシアの料理 

の提供が必要であり、現在、稚内副港市場で提供されていることを、もっと強 

くＰＲしなければならない。 

稚内副港市場のロシア料理店
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